
２-２ 防災に係る共同住宅の診断 ①電力の診断

・外部からの電力の供給が途絶えた時には、住宅に設置した非常用発電機により発電して電気を供給することにな
が 能 時 機 能 料 容 常負荷だ な 停 時 も 転す
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表ー１

非常負荷の確認
非常負荷 燃料消費率 使用時間
（ｋW) （ℓ/h） （min）

( ) 内消火栓ポ プ 条

根拠条文　注２）機器名称 機種選定

るが、その能力・時間は、発電機の能力と燃料タンク容量により決まる。非常負荷だけでなく、停電時にも運転する
ポンプやエレベーターの保安負荷を足して、発電機・燃料タンクが十分であるかどうかを評価する。

電力の診断フロー（案）

検討開始 非常負荷の確認 (1) 屋内消火栓ポンプ 規第12条第1項第4号

(2) スプリンクラーポンプ 規第14条第1項第6の2号

(3) 水噴霧消火ポンプ 規第16条第3項第2号

(4) 泡消火ポンプ 規第18条第4項第13号

(5) 屋外消火栓ポンプ 規第22条第１項第6号

(6) 自動火災報知設備 規第24条第1項第6号

(7) 非常警報設備 規第25条の2第2項第5号

(8) 操作盤・総合操作盤 120 消防庁告示
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検討開始

既設発電機
容量の確認

(8) 操作盤 総合操作盤 120 消防庁告示

(9) 誘導灯 20 規第28条の3第4号第10号

(10) 排煙設備 30 規第30条第1項第8号

(11) 連結送水管（加圧送水装置） 120 規第31条第1項第7号

(12) 非常コンセント 30 規第31条の2第1項第8号

(13) 無線補助通信設備 30 規第31条2の2第1項第7号

(14) 非常用エレベーター 60 JEAS-A504　注３)

非常用燃料備蓄量
機種選定と燃料消費量算

検討手順

非常負荷Ｇ(e)の確認
（表ー１参照）

保安負荷Ｇ(s)の確認
（使用パターンから選定：表ー２参照）

表ー２

Σ(①～⑭) ○○○ Ｒｃ（ｅ） T（ｅ）＝
MAX（1～14）

V（ｅ）＝
Ｒｃ（ｅ）×Ｔ（ｅ）/60

注２）規：消防法施行規則 注３）非常用エレベーターの電気配線工事及び予備電源に関する標準（JEAS-A504)

機種選定と燃料消費量算
定

順

Ｇ(e)＋Ｇ(s)＞
既設発電機容量か？

運転日数Ｄ(s)と日運転時間Ｔ(s)の設定

NO

YES

電力負荷 使用時間
機器名称

グレード 日使用
時間（h/ 備考

保安負荷の選定
運転日数Ｄ(s)と日運転時間Ｔ(s)の設定

非常用燃料備蓄量Ｖ(e) の算出（表－１参照）
Ｖ(e)＝Ｒc(e)×Ｔ(e)/60

電力負荷 使用時間

（ｋW) 3 2 1 （日）
(1) 給水ポンプー１ ○ ○ ○ 飲料水ポンプ
(2) 給水ポンプ－２ ○ ○ ○ 雑用水ポンプ
(3) 排水ポンプー１ ○ ○ ○ 地下階用排水ポンプ
(4) 排水ポンプー２ ○ ○ ○ 雨水排水ポンプ
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
(11) エレベータ－１ ○ ○ ○

大

機器名称
グレ ド

時間（h/
日）

備考

重
要

保安用燃料備蓄量Ｖ(s) の算出（表－２参照）
Ｖ(s)＝Ｒc(e)×Ｄ(s)×Ｔ(s)/60

Ｖ(e)＋Ｖ(s)＞
指定数量注１）容量か？

NO

(12) エレベータ－２ ○ × ×
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
(21) 換気ファン－１ ○ ○ ○ 発電機室用
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
(31) 照明器具－１ ○ × ×

必要保安負荷
（ｋＷ）

Σ(1～31） Σ(1～21） Σ(1～11）

小

要
性

文献５) 大規模建築物の給排水設備等の防災対策に関する基準の検討報告書 平成21年3月 ㈱ジェス，(一財)建築防災協会 13

指定数量 容量か

燃料タンク
の容量決定

注１）
消防法危険物の
指定数量
灯油 ： 1,000ℓ
重油 ： 2,000ℓ

YES

（ｋＷ）

選定機種名 ◇◇◇ △△△ ×××

保安用燃料備蓄量　V（ｅ）＝
Ｒｃ（ｓ） Ｒｃ（ｓ） Ｒｃ（ｓ） D（ｓ) T(s) Ｒｃ（ｓ）×D（ｓ）×T（ｓ）/60

燃料消費率
（ℓ/ｈ）



２-２ ② 上水の診断

・上水道が利用できなくなったときには、受水槽に蓄積されている水を利用することが考えられる。非常時に必要と
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表-3 建物種類別単位給水量ｑ１・使用時間・人員

する居住者が使用する水量を想定して必要な水が貯蓄されているかどうか、受水槽の容量を評価する。

上水の診断フロー（案）

検討開始検討開始

受水槽容量Ｑ1
の確認

文献７） 空気調和・衛生工学会便覧 給排水衛生設備編 H22.2 (社)空気調和衛生工学会

断水後の生活用水の
水量チェック

使用日数Ｄの設定

表-4 震災後の1人１日あたり上水使用量ｑ２の目安

用途 飲料水のみ
飲料水＋トイレ
＋簡易洗濯

飲料水＋トイレ
＋簡易洗濯
＋簡易シャワー

①断水時の１人１日当たり使用水量
ｑ2(L)の設定（表－４参照）

②断水時必要水槽容量Ｑ2 ＋簡易シャワー
飲用
炊事
洗面 ― 6　※2 6　※2
入浴 ― 38　※2
洗濯 10 ※3 19 ※2

　3　※1 3　※1 21　※2

②断水時必要水槽容量Ｑ2
＝Ｎ×ｑ2×Ｄ÷0.7注２）÷1,000（㎥）

Ｑ2＜Ｑ1か？
NO

洗濯 ― 10　※3 19　※2
トイレ ― 14　※2 14　※2
その他 ― ― 2　※2

合計(q2) 3 33 100

※1 成人の生命維持に必要な水分量2L 2 5L／日 人に若干の余裕を加えた水量

断水後の生活使用水量
使用日数の評価終了

YES

文献６)  指定給水工事事業者工事施工要領 平成20年3月 東京都水道局 14

注1)保健所と水道局は受水槽を日使用水量の
4/10～6/10に指導文献６）

注2)水槽の有効率を70％と想定

※1：成人の生命維持に必要な水分量2L～2.5L／日･人に若干の余裕を加えた水量
※2：文献７） 「そこで...やってみました！節水実験（国土交通省河川局HP)｣より引用
※3：衣服程度を手洗いするとして、文献７）の半分の量とした
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